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群馬県建設事業協同組合は1973年の設立以来、（一社）群馬県建設業協会の経

済活動の分野を担う団体として活動して参りました。

設立当時は協同事業による金融・購買事業を推進し、その後、建設事業の協同

受注、道路環境整備事業、業界のOA化に伴うソフト開発、保険の第三者賠償共済

制度と事業拡大を行なって参りましたが、現在では主軸を県管理道路の清掃と道

路パトロールを主な事業として受注し、道路環境の改善と安全走行の確保の一翼

を担っております。

当組合では、地球規模の課題である環境問題に取り組み、環境に優しい企業を

目指した取り組みを始め、2012年8月に『エコアクション21』の認証登録を行い

ました。

以下、「環境経営レポート」としての取り組みをまとめましたので、私達の取

り組みをご高覧の上、ご指導、ご指摘をいただき今後の環境活動に生かして行き

たいと存じます。

群馬県建設事業協同組合

理事長　　青柳　　剛
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（１）事業所名及び代表者名

群馬県建設事業協同組合　　理事長　　青柳　　剛

（２）所在地

（３）事業の概要

群馬県管理道路の清掃業務・パトロール業務

購買事業（保険代理業）

群馬建設会館管理運用業務

（４）事業規模等

活動規模

単位
２０２２年度

（51期）
２０２３年度

（52期）

受注高 百万円 626 650

65

175.33

811.46
延べ面積

〠371-0846 前橋市元総社町二丁目５番地の３（群馬建設会館）

職員数 人

事務所 m2

倉庫 m2

65

175.33

811.46

1 組織の概要
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（１）認証・登録範囲

群馬県建設事業協同組合　　　全組織・全活動

（２）レポートの対象期間及び発行日

2023年度（2023年4月1日～2024年3月31日）の１年間の活動

2024年６月６日 発行

（１）基本理念

（２）基本方針

① 環境関連法規、地域の条例、協定を遵守し、地域社会と共に推進します。

② 電気、ガス、化石燃料を効率的に使用し、CO2の削減に努めます。

③ 事務所の廃棄物削減・リサイクルに努めます。

④ 水使用量の削減に努めます。

⑤ 受託業務である道路清掃から出る、残土のリサイクル及び適正処理に努めます。

⑥

理事長　青柳　　剛

環境方針を組合及び組合職員に周知し、積極的に取り組み、組合内外に公開しま

す。

群馬県より委託された道路の「補助パトロール事業」及び「道路清掃事業」を通し

て、道路環境の維持、美観の向上を図り、県民の生活環境の向上に寄与するととも

に、地球環境に配慮した地球温暖化防止のため、以下の環境保全を継続的・積極的に

取り組みます。

制定日　2011年 9月15日

改定日　2018年 2月  9日

群馬県建設事業協同組合

環境保全活動を推進するにあたり、以下に示す主な活動項目を掲げて取り組みま

す。

2. 対象範囲

3. 環境経営方針
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（１）環境経営システム組織図

（２）環境経営システム　役割責任及び権限

①

②

③ 環境方針を制定する。

④

①

②

③

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

パトロール班・清掃班
本部（全職員） 決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

問題点の発見・是正・予防措置の実施

役職名 役割・責任・権限

理事長　青柳　　剛

環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。
該当責任者には現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明

示する。

エコアクション21の構築・運用・維持に必要な経営資源（人材・

資金・機器・設備・技術・技能を含む）を準備する。

エコアクション21の構築・運用に関する情報を収集し、環境方
針・環境目標をはじめシステム全体の見直しを行い、必要に応じ

て改定を指示する。

最高責任者

神保　尚紀

環境管理事務局

環境経営システムの実施

環境管理責任者

EA21推進委員会

環境管理責任者・環境管理事務局・部門長

職員に対する環境方針の周知と教育訓練の実施

環境活動計画の実施及び達成状況の報告

環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

環境目標・環境活動計画の原案作成、環境活動の実績集計

環境レポートの作成公開

エコアクション21に関する経営諸資源の合理的・効果的な運用を

図り、目的を達成するためのEA21推進委員会を運営する。

エコアクション21の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による
見直しのための情報として、構築・運用に関する情報を最高責任

者に提供する。

小渕　亮・平形　淳一・藤塚　理恵・田中　唯夫
環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

環境目標・環境活動計画書・環境レポートの確認

6 環境経営計画に基づき実施した取組内容（実施体制）

環境管理事務局

清掃班パトロール班 本部

最高責任者

環境管理責任者

安全委員会
（EA21推進委員会兼務）
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の

回
収

物
は

対
象

外
と

す
る

。

5

　
本

業
に

関
す

る
目

標
 （

道
路

の
穴

埋
め

は
小

さ
い

も
の

で
も

　
 全

て
行

う
）

※
基

準
年

（
2
0
1
6
年

度
）

に
対

し
穴

埋
め

個
所

数
増

且
つ

１
箇

所
当

り
の

合
材

使
用

量
減

少

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

2
0
2
2
年

に
設

定
し

た
新

た
な

目
標

値
（

過
去
5
年

実
績

平

均
以

上
・

以
下

）
を

達
成

で
き

る
よ

う
、

引
続

き
、

「
道

路
の

穴
埋

め
は

小
さ

い
も

の
で

も
す

べ
て

行
う

」
を

合
言

葉
に

日
々

の
パ

ト
ロ

ー
ル

に
あ

た
る

。

4
水

資
源

投
入

量
の

削
減

（
m

3
/1

2
ヶ

月
）

水
道

量
5

6
0

▲
 9

0

3

廃
棄

物
の

削
減

及
び

再
資

源
化

の
向

上
（

㎏
/1

2
ヶ

月
）

(％
)

一
般

廃
棄

物
排

出
量

に
つ

い
て

は
、

目
標

を
達

成
で

き
た

が
、

再
資

源
化

率
に

つ
い

て
は

、
目

標
を

達
成

で
き

な
か

っ
た

。

2
0
2
2
年

度
か

ら
取

り
組

ん
で

い
る

産
業

廃
棄

物
の

分
別

を
強

化
し

、
排

出
量

の
削

減
と

再
資

源
化

率
の

向
上

に
取

り
組

む
。

産
業

廃
棄

物
再

資
源

化
率

に
つ

い
て

は
、

目
標

を
達

成
で

き
た

が
、

排
出

量
に

つ
い

て
は

、
目

標
を

達
成

で
き

な
か

っ
た

。

2

化
石

燃
料

（
ｶﾞ

ｿﾘ
ﾝ）

に
よ

る
二

酸
化

炭
素

排
出

量
の

削
減

（
k
g
-C

O
2
/1

2
ヶ

月
）

ガ
ソ

リ
ン

1
0

5
,6

2
2

▲
 4

,5
0

6

1

購
入

電
力

に
よ

る
二

酸
化

炭
素

排
出

量
の

削
減

（
k
g
-C

O
2
/1

2
ヶ

月
）

電
力

使
用

量
1

1
,1

9
6

▲
 6

9
7

№

環
境

経
営

目
標

及
び

環
境

経
営

計
画

の
実

績
取

組
結

果
と

そ
の

評
価

次
年

度

項
目

評
価

環
境

活
動

計
画

 一
人

一
人

が
省

エ
ネ

対
策

を
実

践
し

た
こ

と
か

ら
、

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
が

で
き

。
2
0
2
2
年

に
設

定
し

た
、

新
た

な
目

標
値

を
達

成
で

き
る

よ
う

、
引

続
き

省
エ

ネ
対

策
を

進
め

Ｃ
Ｏ

２
排

出
量

の
削

減
に

取
り

組
む

。

 目
的

に
沿

っ
た

車
輛

の
選

定
や

一
人

一
人

が
省

エ
ネ

対
策

を
実

践
し

た
こ

と
か

ら
、

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
が

で
き

。

目
標

達
成

に
向

け
、

エ
コ

ド
ラ

イ
ブ

の
推

進
を

強
化

し
、

燃
費

の
向

上
を

図
り

Ｃ
Ｏ

２
排

出
量

の
削

減
に

取
り

組
む

。

 『
節

水
手

順
書

』
に

基
づ

い
た

水
道

水
の

節
約

に
取

り
組

み
、

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

2
0
2
2
年

に
設

定
し

た
、

新
た

な
目

標
値

を
達

成
で

き
る

よ
う

、
  引

き
続

き
、

『
節

水
手

順
書

』
に

基
づ

き
洗

車
、

作
業

着
の

洗
濯

等
で

の
節

水
を

図
り

水
道

水
の

削
減

に
取

り
組

む
。

7
環

境
経

営
目

標
及

び
環

境
経

営
計

画
の

実
績

・
取

組
結

果
と

そ
の

評
価

7
次

年
度

の
環

境
経

営
目

標
及

び
環

境
活

動
計

画

cl
ea
r

cl
ea
r

cl
ea
r

cl
ea
r

cl
ea
r

cl
ea
r
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（１）当組合に適用となる主な環境関連法規

（２）環境関連法規への違反、訴訟等の有無

①

②

規制地域に出かける時は適合車であることを確認

年１回以上の定期検査

産業廃棄物収集運搬許可の取得

リサイクル料金の適正支払い

資格者による年１回の点検

簡易点検記録の作成保存

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

関係当局からの違反等の指摘は過去３年間ありません。

2023年4月25日の環境関連法規遵守の確認において、環境関連法規への違反はありませ

ん。

土壌基準に適合する土砂の埋め立て

オフロード法

マニフェスト交付状況等報告書の提出

フロン排出抑制法 遵法

遵法

遵法

遵法

法規制等の名称 遵守項目

群馬県土砂等による埋め立て等の規制に関する条例

自動車NOX・PM法

浄化槽法

自動車リサイクル法

遵法

遵法

遵法

マニフェスト管理 遵法

処理委託契約の締結

遵守状況

遵法

遵法

８ 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟等の有無
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2023年度 エコアクション21運用状況報告会（2024年4月25日）を受けて

〇全体の評価の概要

・

・

〇見直し・指示事項

・

・

・ エコアクション21に認証されてから10年が経過し、これまでの結果を受け、2022年に新

たな目標設定を行った。よりCO2排出量の削減に取り組むとともに、「混ぜればゴミ、分

ければ資源」を合言葉に廃棄物対策にも積極的に取り組む。

2022年に新たに設定した目標において、概ね達成することができた。これは、各人が省

エネへの取り組みを理解し、努力した結果である。

　なお、達成されなかった廃棄物については、分別の強化や資材の長寿命化等に取組みた

い。

 　道路清掃業務により大きく変動するCO2排出量については、引き続き省エネ対策を積極

的に行うこととする。

ＣＯ2排出量は、昨年に比べ減少した。

軽油の使用量が増加傾向にある。使用目的に応じ、排出係数が小さいガソリン車の利用も

検討が必要である。

２０２２年度から取組んでいる廃棄物の分別を強化し、排出量の削減と再資源化率の向上

に取り組む。

9 代表者による全体の評価と見直し ・ 指示
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